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１ 水道料金改定概要 

 

（１）水道料金改定の背景 

中標津町の水道事業は、町制施行の昭和 25 年に中標津市街地における生活用水の確保を

目的に中標津上水道が創設され、その後、高度成長を背景に町勢発展の人口増加に対応す

るため、４回の拡張工事を経て現在に至っている。また、簡易水道事業においては、国営

開拓事業、営農用水事業等により、各地区にて専用水道、営農用水道が創設され、平成 16

年には６つの水道の統合による簡易水道事業を創設し、現在、町内全域に飲料水、営農用

水を供給している。 

その間、数度にわたる水道料金改定を行い、現行、昭和 58 年４月に水道料金を改定して

以来、これまで 36 年間も改定することがなく水道事業を維持してきた結果、北海道内市町

村における類似団体平均値（家庭用）と同程度の料金水準となっている。 

  一方、多くの水道事業者において、節水意識の高まりや節水型機器の普及による水需要

の減少、さらに少子高齢化の進展に伴う人口減少などにより、水道料金収入が減少し、財

政状況が悪化する中、老朽化した管路施設や浄水施設の更新及び耐震化など、多大な費用

が必要となっており、現状の料金体系では、必要な収入を確保することが困難な状況とな

っている。 

 当町においても、昭和 53 年からの第３次拡張にて整備した中標津浄水場や同じく昭和の

時代に整備した簡易水道浄水施設などで耐用年数を大幅に越え、老朽化が著しいことから、

中標津浄水場の耐震化や営農用水の安定供給を目的とした道営畑地帯総合整備事業により

老朽施設の更新・再整備を行うとともに、平成 26 年度に策定した「中標津町水道ビジョン」

に沿った施設更新が必要となっている。 

 このような状況下の中、今後 10 年間を見通した水道事業会計の財政計画では、平成 34

年度に当年度純損失の計上が見込まれ、また、簡易水道事業特別会計においても、同じく

平成 34 年度に財政調整基金が枯渇することが予想されるなど収入の確保による経営基盤

の安定化が急務であることから、水道料金の改定を行い持続可能な経営基盤の確立を図る

必要がある。 

 

（２）水道料金改定要旨 

 簡易水道事業は、今後数年で資金収支不足が発生することが予想され、料金改定をせざ

るを得ない状況である。その大きな要因としては、営農用水の安定供給を目的とした道営

事業（開陽地区、ケネカ地区、西竹地区）の実施に伴う公債費が年々上昇していること、

また、使用水量の約９割を占める営農用水使用者の負担割合は約７割で、従前よりほかの

用途に比べ低く、資本投資の状況をみても料金改定をする必要がある。 

  水道事業においても、今後、当年度純損失計上が見込まれるなど経営状況は厳しさを増

し、営農用の料金体系については、水道事業と簡易水道事業において同一の料金体系とな

っていることから歩調を併せた料金設定が必要である。 

 以上により、水道料金の改定時期は、平成 32 年４月、用途区分における営農用について

水道料金の改定を行うこととしたい。 
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（３）水道料金の変遷 

中標津町の水道料金は、町勢の発展、水需要の増大に伴う拡張工事などに併せ、数度の

料金改定を経て、消費税率等の改正を除くと昭和 58 年４月が最終改定となっている。 

 また、水道事業及び簡易水道事業は、同一の料金体系を採用している。 

（単位：円） 

用 途 区 分 
年                    度 

S52～54 S55～57 S58～63 H1～8 H9～25 H26～31.9 H31.10～ 

家 庭 用 
基本 8 ㎥  770 1,200 1,500 →(1,545) →(1,575) →(1,620) →(1,650) 

超過 1 ㎥   90  140  190 →( 195) →( 199) →( 205) →( 209) 

官 公 署 基本 16 ㎥ 1,800 3,500 4,000 →(4,120) →(4,200) →(4,320) →(4,400) 

団 体 用 超過 1 ㎥  120  240  310 →( 319) →( 325) →( 334) →( 341) 

営 業 用 
基本 16 ㎥ 1,600 2,800 3,500 →(3,605) →(3,675) →(3,780) →(3,850) 

超過 1 ㎥  110  210  270 →( 278) →( 283) →( 291) →( 297) 

浴 場 基本 100 ㎥ 5,500 7,500 7,500 →(7,725) →(7,875) →(8,100) →(8,250) 

営 業 用 超過 1 ㎥   50   60   60 →(  61) →(  63) →(  64) →(  66) 

臨 時 用 
基本 1 ㎥  200  400  500 →( 515) →( 525) →(540) →( 550) 

超過 1 ㎥  200  400  500 →( 515) →( 525) →(540) →( 550) 

営 農 用 
基本 50 ㎥ － 3,900 5,000 →(5,150) →(5,250) →(5,400) →(5,500) 

超過 1 ㎥ －   60   70 →(  72) →(  73) →(  75) →(  77) 

備 考 
 平均改定率 平均改定率 平均改定率 (税 3％) (税 5％) (税 8％) (税 10％) 

 44.4％ 70.2％ 27.3％     

※ 料金は基本料金と超過料金との合算額に消費税率等を乗じて得た額（円未満は切り捨て） 

 

（４）用途別月額負担状況 

 用途別における使用水量月額負担状況（税抜き）は、下図グラフのとおりとなっている。 

 300 ㎥を基準に負担額の高い順からみると、官公署団体用 92,040 円、営業用 80,180 円、

家庭用 56,980 円、営農用 22,500 円となり、負担額の一番低い営農用について一番高い官

公署団体用と比較すると 69,540円（24.4％）、また、家庭用と比較すると 34,480円（39.5％）

の差となっている。 
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（５）用途別有収水量の割合 

  平成 29 年度決算における用途別延件数の有収水量割合は、下図グラフのとおりである。 

  水道事業及び簡易水道事業の水需要の割合は、どの用途区分においてもほぼ同じ割合と

なっており、基本水量での状況をみると、家庭用４割、営業用５割、官公署団体用７割、

営農用２割の使用者がそれぞれ基本水量以下である。 

 

 ア 水道事業の状況 

  家庭用： 36.4％が基本水量 8 ㎥以下、83.7％が 20 ㎥以下である（平均値 12.9 ㎥）。 

  営業用： 52.7％が基本水量 16 ㎥以下、81.6％が 50 ㎥以下である（平均値 46.5 ㎥）。 

  官団用： 69.7％が基本水量 16 ㎥以下、87.3％が 50 ㎥以下である（平均値 28.7 ㎥）。 

  営農用： 20.4％が基本水量 50 ㎥以下、69.4％が 300 ㎥以下である（平均値 285.8 ㎥）。 

 

 イ 簡易水道事業の状況 

  家庭用： 40.3％が基本水量 8 ㎥以下、83.4％が 20 ㎥以下である（平均値 12.5 ㎥）。 

  営業用： 48.3％が基本水量 16 ㎥以下、75.7％が 50 ㎥以下である（平均値 12.5 ㎥）。 

  官団用： 66.7％が基本水量 16 ㎥以下、85.8％が 50 ㎥以下である（平均値 30.6 ㎥）。 

  営農用： 18.6％が基本水量 50 ㎥以下、59.7％が 300 ㎥以下である（平均値 283.2 ㎥）。 
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（６）用途別有収水量と水道料金との負担割合 

  平成29年度決算における有収水量と水道料金（調定額ベース）の用途別に占める割合は、

下図グラフのとおりである。 

  水道事業は、有収水量で家庭用の占める割合が 73.4％と最も高く、有収水量と水道料金

との比較では、営農用が有収水量 6.8％の使用に対し水道料金 2.4％の負担となっている。 

  簡易水道事業では、有収水量で営農用の占める割合が 87.7％と最も高い一方、水道料金

の負担割合が 68.3％と低廉となっている。 

 

 ア 水道事業の状況 

  有収水量と水道料金の用途別割合 

 家庭用：水量 73.4％、料金 69.0％ 

 官団用：水量 9.3％、料金 15.0％ 

 営業用：水量 10.5％、料金 13.5％ 

 営農用：水量 6.8％、料金 2.4％ 

 臨時用：水量 0.0％、料金 0.1％ 

 

  

 イ 簡易水道事業の状況 

  有収水量と水道料金の用途別割合 

 家庭用：水量 7.9％、料金 16.9％ 

 官団用：水量 2.4％、料金 9.1％ 

 営業用：水量 1.9％、料金 5.4％ 

 営農用：水量 87.7％、料金 68.3％ 

 臨時用：水量 0.1％、料金 0.3％  
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２ 水需要の見通し 

 

（１）給水人口・給水戸数及び有収水量 

  平成 32 年度以降は、国立社会保障・人口問題研究所が発表した 2045 年までの将来推計

人口（18,480 人、減少率 22.30％）を基に推計した。（16～29 年度実績、30～40 年度推計） 

 

 ア 水道事業の推移 

  給水人口※１・給水戸数※１は緩やかに伸びてきたが、平成 27 年度給水人口が減少に転じた

ことにより、給水戸数の伸びも鈍化し、今後においても同様な傾向が見込まれる。有収水

量※２においては、気温の変化に左右される部分が大きいが、給水人口・給水戸数の減少に

よる使用量の低下、節水意識の高まりや節水型家電の普及により今後も減少が見込まれる。 

 

 イ 簡易水道事業の推移 

  給水戸数は、ほぼ横ばいで推移しているが、給水人口については、ここ 15 年間で約１割

減少し、今後においても同様な傾向が見込まれる。有収水量については、水道事業と同様

に天候に左右される部分が大きいが、近年、農業の大規模化に伴う使用水量の増加により、

簡易水道の約９割を占める営農用については今後もある一定程度の使用が見込まれる。 

 

※１ 給水人口：給水区域内に居住し、給水を受けている年度末人口（給水戸数も同） 

※２ 有収水量：料金徴収の対象となった水量 
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３ 水道事業会計の財政見通し 

 

（１）財政推計 

   【別冊：資料１】 

推計値は、建設改良事業など多額の経費が見込まれるものについて反映し推計を行った。 

○収益的支出※１ 

原水及び浄水費は、平成 34 年度及び平成 39 年度に水道施設維持管理業務で５ヶ年の

更新時期を迎えることから、物価上昇率による増加を見込み、また、減価償却費では、

老朽施設の更新など建設改良事業の実施による対象資産の増加が見込まれる。 

  ○収益的収入※１ 

給水収益は、「２ 水需要の見通し」で推計した有収水量（Ｐ５）を基に、用途別に現

行料金体系で試算したところである。 

  ○資本的支出※２ 

配水管整備費は、配水管布設工事や管路の耐震化による整備を見込み、施設整備費で

は、浄水施設や配水施設の整備を見込み推計したところである。また、企業債償還金に

ついては、平成 29 年度までの確定分と平成 30 年度以降見込まれる企業債を基に推計し

たところである。 

  ○資本的収入※２ 

企業債は、内部留保資金を活用するなど借入抑制の取り組みを図ったうえで、資本的

支出の建設改良費をベースに推計したところである。 

    

以上の見通しにより、平成 34 年度には当年度純損失の計上が予想されるところである。 

 

  収益的収支の推移 

 

※１ 収益的収支：経営活動によって発生するすべての収入と支出 

※２ 資本的収支：経営活動に備えて行う建設改良及び企業債に関する収入と支出 

 

 

90 101

70

38 43
1 15 8

▲ 13
▲ 32

▲ 61

▲ 97

▲ 134

▲ 194

▲ 256

▲ 340

▲ 290

▲ 240

▲ 190

▲ 140

▲ 90

▲ 40

10

60

110

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

収益的収入 収益的支出 当年度純利益(▲純損失累計額) 百万円



- 7 - 

（２）建設改良費の状況 

  水道事業の建設投資である建設改良費の５年毎の推移は、次のとおりである。 

  主な内容として、平成 26～30 年度は、水道施設等耐震化事業（導水管整備）や浄水場浄

水池築造工事・浄水場急速ろ過池機械電気設備更新工事（浄水施設整備）などを実施した。 

  平成 31～35 年度では、配水管整備や加圧式給水車の整備（給水整備）、引き続き浄水場

急速ろ過池機械設備更新工事（浄水施設整備）、また、平成 36 年度以降については、道営

事業による俵橋地区の再整備や低区配水池の建設工事などを予定したところである 

  ○事業内容 

   導 水 管 整 備：水道施設等耐震化事業（平成 25～31 年度） 

   配 水 管 整 備：配水管の移設・改修工事等 

   給 水 整 備：加圧式給水車・車庫、緊急用給水栓の整備（平成 31 年度） 

   メーター整備：新設・検満・取替・配水管理用の水道メーター 

   浄水施設整備：浄水場の配水池築造、ろ過池・機械電気更新工事等 

   営業設備整備：水道事業運営に必要なシステム・事務機器等 

事 業 名 
建  設  改  良  費  (百万円) 財 源 内 訳  (百万円) 

H16～20 H21～25 H26～30 H31～35 H36～40 合 計 補助金 企業債 その他 一般財源 

導水管整備  20.0 544.8 147.1 
 

711.9 177.2 215.1  319.6 

配水管整備 289.7 617.7 208.4 773.5 902.0 2,791.3  2,348.2 143.1 300.0 

給水整備    46.0  46.0    46.0 

メーター整備 87.0 109.4 108.3 112.3 112.3 529.3    529.3 

浄水施設整備 307.0 290.9 756.2 844.0 602.0 2,800.1  1,524.4  1,275.7 

営業設備整備 48.8 16.1 8.7 3.3  76.9    76.9 

合  計 732.5 1,054.1 1,626.4 1,926.2 1,616.3 6,955.5 177.2 4,087.7 143.1 2,547.5 

  

（３）企業債の状況 

  建設投資の主たる財源は、6 割企業債で賄っており、今後、「（２）建設改良費の状況」

のとおり建設改良事業を行っていくと、平成 30～36 年度浄水施設整備に係る企業債を抑制

しても、平成 40 年度には平成 29 年度の 2 倍の企業債償還金が見込まれる。 
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（４）経営指標 

  経営の健全性・効率性の経営指標の一つである「料金回収率」と「企業債残高対給水収

益比率」を（１）の財政推計より試算すると次のとおりである。  

ア 料金回収率 

  本指標は、給水原価※１に対する供給単価※２の割合を表しており、高いほど料金の収益性

が良く、100％を下回っている場合は、給水に係る費用を給水収益以外で賄っていることを

示している。   

  平成 29 年度決算における類似団体との比較では、5.75 ポイント高い状態であるが、平成

33 年度に 100％を割り込み、以降、下降線をたどり平成 40 年度には 83.93％になる見込み

である。   

 

※１ 給 水 原 価：有収水量１㎥あたりの生産に要する経費 

※２ 供 給 単 価：有収水量１㎥あたりに得ている収益 

イ 企業債残高対給水収益比率 

  本指標は、給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表している。

本指標の明確な基準は無いが、経年比較や類似団体との比較により状況を把握・分析し、

適切な数値となっているかを判断するための指標である。 

  平成 29 年度決算における類似団体との比較では、121.69 ポイント高い状態であり、平

成 30～36 年度に企業債を抑制しても、平成 40 年度には 762.99％になる見込みである。 
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４ 簡易水道事業特別会計の財政見通し 

 

（１）財政推計 

   【別冊：資料２】 

推計値は、施設整備費など多額の経費が見込まれるものについて反映し推計を行った。 

○歳出 

一般管理費は、国から要請されている公営企業会計の適用※１に要する経費により平成

34 年度まで増加が見込まれ、施設維持管理費では、水道事業会計と同様に平成 34 年度

及び平成 39 年度に水道施設維持管理業務で５ヶ年の更新時期を迎えることから、物価上

昇率による増加を予定したところである。 

施設整備費では、配水管整備事業の外、平成 38 年度までの事業予定である道営畑地帯

総合整備事業（西竹地区）や浄水施設整備事業を見込み推計し、公債費については、平

成29年度までの確定分と平成30年度以降見込まれる町債を基に推計したところである。 

○歳入 

簡易水道使用料は、「２ 水需要の見通し」で推計した有収水量（Ｐ５）を基に、用途

別に現行料金体系で推計したところである。 

一般会計繰入金では、平成 31 年度と同様な公債費の元利償還金に対する繰入金を見込

み、町債については、公営企業会計適用債の活用及び施設整備費をベースに推計したと

ころである。 

 

以上の見通しにより、歳入歳出で不足する額を財政調整基金にて調整を図るが、平成

34 年度には財政調整基金の枯渇が予想されるところである。 

 

  歳入歳出の推移 

 

※１ 公営企業会計の適用：人口３万人未満の市区町村で地方公営企業法を適用していない

事業（簡易水道事業・下水道事業）については、平成 36 年度の

予算・決算より公営企業会計に移行することが求められている。 
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（２）建設改良費の状況 

  簡易水道事業の建設投資である建設改良費の５年毎の推移は、次のとおりである。 

  主な内容として、平成 26～30 年度は、配水管整備や監視用電気設備更新工事・開陽浄水

場緩速ろ過池の機械設備更新工事及び更生工事（浄水施設整備）などを実施した。 

  平成 31～35 年度では、引き続き開陽浄水場急速ろ過池更生工事やテレメーター更新工事

（浄水施設整備）などを予定したところである。 

  また、全期間に渡り営農用水の安定供給を目的とした道営畑地帯総合整備事業により町

負担額30億円を投じて開陽・ケネカ・西竹地区の再整備を実施予定しているところである。 

  ○事業内容 

   配 水 管 整 備：配水管の移設・改修工事等 

   浄水施設整備：浄水場の発電機・ろ過池・機械・電気更新工事等 

   メーター整備：新設・検満・取替用の水道メーター 

   道営(開 陽)：道営畑地帯総合整備事業による開陽地区の再整備事業 

   道営(ケネカ)：道営畑地帯総合整備事業による計根別地区の再整備事業 

   道営(西 竹)：道営畑地帯総合整備事業による西竹地区の再整備事業 

事 業 名 
建  設  改  良  費  (百万円) 財 源 内 訳  (百万円) 

H16～20 H21～25 H26～30 H31～35 H36～40 合 計 補助金 地方債 その他 一般財源 

配水管整備 171.6 159.5 178.1 296.0 119.0 924.2  709.4 139.0 75.8 

浄水施設整備 51.4 147.1 309.5 317.0 34.0 859.0 110.3 698.1  50.6 

メーター整備  17.6 12.2 24.7 24.6 79.1    79.1 

道営(開陽) 231.0 188.5    419.5  413.2  6.3 

道営(ケネカ) 50.8 621.3 854.3   1,526.4  1,522.6  3.8 

道営(西竹)   43.0 635.1 375.5 1,053.6  1,052.2  1.4 

合  計 504.8 1,134.0 1,397.1 1,272.8 553.1 4,861.8 110.3 4,395.5 139.0 217.0 

 

（３）地方債の状況 

  建設投資の主たる財源は、９割地方債で賄っており、今後、「（２）建設改良費の状況」

のとおり建設改良事業を行っていくと、平成 40 年度には平成 29 年度の 2.5 倍の地方債償

還金が見込まれる。 
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（４）経営指標 

  経営の健全性・効率性の経営指標の一つである「料金回収率」と「企業債残高対給水収

益比率」を（１）の財政推計より試算すると次のとおりである。  

ア 料金回収率 

  本指標は、給水原価※１に対する供給単価※２の割合を表しており、高いほど料金の収益性

が良く、100％を下回っている場合は、給水に係る費用を給水収益以外で賄っていることを

示している。   

  平成 29 年度決算における類似団体との比較では、4.5 ポイント高い状態であるが、建設

投資による地方債償還金の上昇に伴い、平成 40 年度には 35.84％になる見込みである。   

 

※１ 給 水 原 価：有収水量１㎥あたりの生産に要する経費 

※２ 供 給 単 価：有収水量１㎥あたりに得ている収益 

イ 企業債残高対給水収益比率 

  本指標は、給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表している。

本指標の明確な基準は無いが、経年比較や類似団体との比較により状況を把握・分析し、

適切な数値となっているかを判断するための指標である。 

  平成 29 年度決算における類似団体と比較すると、531.17 ポイント高い状態であり、平

成 30 年度以降も建設投資による地方債の借り入れに伴う地方債残高の上昇により、ピーク

である平成 36 年度には 2,323.40％となる見込みである。 
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５ 北海道市町村比較 

（１）水道料金類似団体比較 

  家庭用 20 ㎥/月の北海道内類似団体との料金比較は、次のとおりである。 

 

 ア 水道事業の比較（平成 30 年 3 月 31 日現在、20 ㎥/月・税込） 

  家庭用１ヶ月 20 ㎥での類似団体※１との料金比較は、道内 20 団体中、下から９番目とな

っており、類似団体平均 4,198 円に対して 4,082 円で 116 円低くなっている。 

また、根室管内での比較では、羅臼町が 6,360 円と最も高く、別海町が 4,067 円と最も

低い状況となっている。 

 

※１ 上水道事業類似団体：給水人口規模が 1.5 万人以上 3 万人未満の団体 

 イ 簡易水道事業の比較（平成 30 年 3 月 31 日現在、20 ㎥/月・税込） 

  家庭用１ヶ月 20 ㎥での類似団体※２との料金比較は、道内 60 団体中、上から 28 番目とな

っており、類似団体平均 3,985 円に対して 4,082 円で 97 円高くなっている。 

また、根室管内での比較では、標津町が 2,762 円となっており、中標津町より 1,320 円

低い状況となっている。 

 

※２ 簡易水道事業類似団体：給水人口規模が 2,001 人以上 5,000 人以下の団体 
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（２）根室管内の水道料金 

  平成 30 年度根室管内１市４町における家庭用水道料金及び料金体系の状況は、次のとお

りである。                    （各市町水道関連条例より算出） 

 

 ア 家庭用比較 

  水道料金は、各市町によって用途別や口径別など様々な料金体系を採用している。 

  月 20 ㎥使用する標準世帯の水道料金(口径 20mm)は、羅臼町（6,470 円）が最も高く、根

室市（4,600 円）、別海町（4,185 円）、中標津町（4,082 円）、標津町（2,762 円）の順とな

っている。また、中標津町との比較では、羅臼町が 2,388 円高く、標津町が 1,320 円低い

状況である。 

団 体 名 

家 庭 用 1 ヶ 月 水 道 料 金   （消費税額等込み） 

料 金 体 系 等 基 本 

水 量 

基 本 

料 金 

超過料金 

(1 ㎥) 
20 ㎥ 料 金 

中標津町  

比 較 

中標津町 8 ㎥ 1,620 円 205 円 
 

4,082 円 － 用途別 

 
   

 
 

 
  

別 海 町 5 ㎥ 965 円 178 円 口径 13 ㎜ 4,067 円 ▲ 15 円 用途別、口径別、その他 

 
    口径 20 ㎜ 4,185 円 103 円   

標 津 町 5 ㎥ 1,028 円 123 円 
 

2,762 円 ▲ 1,320 円 用途別 

 
8 ㎥ 1,285 円 

   
   

羅 臼 町 7 ㎥ 2,070 円 300 円 口径 13 ㎜ 6,360 円 2,278 円 用途別、口径別 

 
    口径 20 ㎜ 6,470 円 2,388 円   

根 室 市 5 ㎥ 972 円 226 円 口径 13 ㎜ 4,492 円 410 円 用途別、口径別 

 
8 ㎥ 1,306 円 

 
口径 20 ㎜ 4,600 円 518 円   

 
平成 31 年 － 口径別 水量段階別 

 

口径 13 ㎜ 5,281 円 1,199 円 用途別、口径別 

 
4 月改定     口径 20 ㎜ 5,421 円 1,339 円 昭和 56 年 10 月以来改定 

イ 営農用比較 

  営農用 300 ㎥（中標津町平均値）での中標津町（24,300 円）との比較は、標津町（20,119

円）が 4,181 円低く、根室市（68,310 円）が 44,010 円高い状況である。 

団体名 
基本 

水量 

基 本 

料 金 

超過料金 

(1 ㎥) 
税 

１ヶ月 100 ㎥ １ヶ月 300 ㎥ 
備   考 

水道料金 中標津町比較 水道料金 中標津町比較 

中標津町 50 ㎥ 5,000 円 70 円 抜 9,180 円 － 24,300 円 －  

別海町 60 ㎥ 6,480 円 90 円 込 10,549 円 1,369 円 28,549 円 4,249 円 25 ㎜ 469 円換算 

標津町 40 ㎥ 3,809 円 57 円 抜 7,807 円 ▲1,373 円 20,119 円 ▲4,181 円  

羅臼町 －㎥ 1,650 円 成牛１頭 370 円 込 20,660 円 11,480 円 20,660 円 ▲3,640 円 25 ㎜ 510 円･50 頭換算 

根室市 0 ㎥ 2,950 円 10･140･210 円 抜 22,950 円 13,770 円 68,310 円 44,010 円 平成 31 年 4 月以降分 

 ウ 料金体系の状況 

   【別冊：資料３】 

  根室管内１市４町の料金体系は、地域の事情により用途区分、基本料金、超過料金、メ

ーター使用料を加算するなど様々である。 

 



（３）生乳

  中標津町の

だいこん、馬鈴しょなどの

  当町と同様

使用料を比較すると

水産省が調査した

町を抽出した。

  各町によって基本水量・基本料金、超過料金は様々であるが、使用水量

額等 8％

標茶町 36,370

円（上位７番目）

  中標津町

円）が 4,181

  ○各町の料金体系（

団体名 用途区分

別海町 営農用

中標津町 営農用

標茶町 農業用

浜中町 農業用

清水町 農業用水

標津町 農業用

大樹町 営農用

幕別町 営農用

湧別町 営農用

鹿追町 農家用

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

円

生乳産出額上位団体との営農用料金比較

中標津町の基幹産業

だいこん、馬鈴しょなどの

当町と同様に酪農

使用料を比較すると

水産省が調査した

抽出した。 

各町によって基本水量・基本料金、超過料金は様々であるが、使用水量

％込み）で料金比較すると、大樹町が

36,370 円、湧別町

（上位７番目）、清水町

中標津町（24,300

4,181 円低

各町の料金体系（

用途区分 基本水量

営農用 

営農用 

農業用 

農業用 

農業用水 

農業用 

営農用 

営農用 

営農用 

農家用 

0
別海町 中標津町

28,652

出額上位団体との営農用料金比較

基幹産業である農業

だいこん、馬鈴しょなどの畑作

酪農業（乳用牛）

使用料を比較すると下図グラフ

水産省が調査した平成 28 年度市町村別農業

各町によって基本水量・基本料金、超過料金は様々であるが、使用水量

込み）で料金比較すると、大樹町が

円、湧別町 35,483

、清水町 24,000

24,300 円）との比較では、大樹町

低い状況となっている。

各町の料金体系（生乳産出額

基本水量 基本料金

60 ㎥ 6,480

50 ㎥ 5,000

20 ㎥ 2,880

50 ㎥ 1,944

－㎥ 

30 ㎥ 2,857

40 ㎥ 3,809

20 ㎥ 3,524

－㎥ 399

10 ㎥ 1,263

8 ㎥ 1,180

中標津町 標茶町

28,652

24,300

出額上位団体との営農用料金比較

である農業は、冷涼な気候を活かした酪農

畑作が展開されている。

（乳用牛）が主体である北海道内上位

下図グラフのとおりと

年度市町村別農業

各町によって基本水量・基本料金、超過料金は様々であるが、使用水量

込み）で料金比較すると、大樹町が

35,483 円、別海町

24,000 円、鹿追町

との比較では、大樹町

い状況となっている。

産出額上位団体より降順

基本料金 超過料金

6,480 円 

5,000 円 

2,880 円 

1,944 円 

－円 

2,857 円 

3,809 円 

3,524 円 

399 円 204~122

1,263 円 

1,180 円 100

標茶町 浜中町

24,300

36,370

26,240
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出額上位団体との営農用料金比較 

、冷涼な気候を活かした酪農

されている。

が主体である北海道内上位

のとおりとなっている

年度市町村別農業産出

各町によって基本水量・基本料金、超過料金は様々であるが、使用水量

込み）で料金比較すると、大樹町が 50,073

円、別海町 28,652

円、鹿追町 23,700

との比較では、大樹町（50,073

い状況となっている。        

上位団体より降順

超過料金 

90 円 

70 円 

110 円 

97.2 円 

80 円 

－円 

57 円 

153 円 

204~122 円 

118 円 

100~71 円 

清水町 標津町

26,240
24,000

20,119

 

、冷涼な気候を活かした酪農

されている。 

が主体である北海道内上位

なっている。なお、上位

産出額（推計）の生乳産出額における上位

各町によって基本水量・基本料金、超過料金は様々であるが、使用水量

50,073 円と最も高く、

28,652 円、浜中町

23,700 円、標津町

50,073 円）が

        （各

上位団体より降順） 

消費税 

込 

抜 

抜 

込 

込 

抜 

抜 

込 

込 

込 

標津町 大樹町

20,119

50,073

38,639

、冷涼な気候を活かした酪農が大部分を

が主体である北海道内上位 10 町の営農用（類似体系）の

。なお、上位 10

額（推計）の生乳産出額における上位

各町によって基本水量・基本料金、超過料金は様々であるが、使用水量

円と最も高く、順に

円、浜中町 26,240

円、標津町 20,119

円）が 25,773 円

（各町水道関連条例より算出）

メーター使用料

25 ㎜ 572 円(BOX

なし 

なし 

なし（農業用以外あり）

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

幕別町 湧別町

38,639

35,483

大部分を占め

町の営農用（類似体系）の

10 町については、

額（推計）の生乳産出額における上位

各町によって基本水量・基本料金、超過料金は様々であるが、使用水量 300 ㎥（消費税

順に幕別町 38,639

26,240 円、中標津町

20,119 円となっている。

円高く、標津町

町水道関連条例より算出）

メーター使用料 

(BOX なし)等 

なし（農業用以外あり） 

200
300

湧別町 鹿追町

23,700

占め、一部で

町の営農用（類似体系）の

町については、農林

額（推計）の生乳産出額における上位 10

㎥（消費税

38,639 円、

円、中標津町 24,300

円となっている。 

、標津町（20,119

町水道関連条例より算出） 

生乳産出額

 465.4 億円

175.5 億円

164.2 億円

 109.6 億円

99.8 億円

93.9 億円

91.4 億円

84.5 億円

84.5 億円

83.0 億円

50

100

200
300

鹿追町

50

100

200

300

㎥

、一部で

町の営農用（類似体系）の

農林

10

㎥（消費税

円、

24,300

 

20,119

 

生乳産出額 

億円 

億円 

億円 

億円 

億円 

億円 

億円 

億円 

億円 

億円 
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６ 水道事業経営と水道料金の基本的事項 

（１）経営の基本原則 

  水道事業は、「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境

の改善とに寄与すること（水道法第１条）」を目的とし、「常に企業の経済性を発揮すると

ともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない（地

方公営企業法第３条）」という基本原則に基づき経営されている。 

  経営は、「地方公営企業の経営に伴う収入をもってあてなければならない（地方公営企業

法第 17 条の２第２項）」という「独立採算制の原則」をとっている。これは、水道事業は、

税金によらず、使用水量に応じて水道使用者に支払ってもらう料金収入などによって運営

されなければならないということである。 

 

（２）水道料金の決定基準 

  水道料金の決定基準は、水道法第 14 条第 2 項において「能率的な経営の下における適正

な原価に照らし公正妥当なものであること」とされており、また、地方公営企業法第 21 条

第 2 項においても「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における

適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなけれ

ばならない」とされている。これは、第１に「公正妥当な料金」、第２に「原価を基礎とし

た料金」、第３に「健全な運営を確保する料金」ということである。 

  この第１から第３の事項についての内容は、次のとおりである 

 第１ 公正妥当な料金 

  料金収入として経費を賄いうる収入が得られるとしても、特段の理由がないまま特定の

利用者が著しく多額の料金を負担するような料金設定となっている場合には、公正妥当な

料金とはいえないものである。なお、水道法において供給条件に関し、特定の者に対して

不当な差別扱いをしてはならない旨の規定が設けられている（水道法第14条第2項第4号）。 

 第２ 原価を基礎とした料金 

  原価とは、損益計算書上の費用、すなわち減価償却費、浄水費、給水費、支払利息等経

営に要する費用をいうものであって、資金ベースでの支出額をさすものでない。 

 第３ 健全な運営を確保する料金 

  公共性を重視するあまり、料金水準が低ければ低いほど良いという考え方がある。しか

し、公営企業も企業である以上、その実体資本を維持し、経営基盤を強固にするための留

保資金は必要であり、こうした資金を確保して初めて健全な運営を行っていくことができ

るものである。 

 

（２）水道料金の算定方法 

  水道料金の算定は、総括原価方式※１と資金収支方式※２があり、それぞれの水道事業者の

置かれている状況に応じて、利用者の公正な利益と水道事業の健全な経営が維持されるよ

う適正に定める必要がある。また、公益社団法人日本水道協会が策定した「水道料金算定

要領」では、料金算定期間は、概ね３年から５年を基準に設定することが妥当としている。 

※１ 総括原価方式：現金支出を伴わない減価償却費等も含めた原価を料金に反映させる方式 

※２ 資金収支方式：料金算定期間内の全ての現金収支をバランスさせる形で料金設定する方式 
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７ 水道料金改定（案） 

（１）基本方針 

  今回の水道料金改定は、地方公営企業法による「独立採算性の原則」に則り、水需要の

変化、資本投資による財政状況などを勘案した中で、営農用と各用途区分との是正を図る

ことに主眼を置き、次の基本方針により水道料金の改定を行うこととする。 

 

 ア 料金算定期間 

  平成 32 年度～平成 36 年度の５年間 

   長期に渡る算定期間は、経済動向や水需要の変化など不確定要素が多く、「水道料金算

定要領」でも概ね３年から５年が妥当な期間とされていることから５年間とする。 

また、平成 35 年度末までに法非適用事業である簡易水道事業特別会計の公営企業会計

への移行、平成 37 年度に次期、中標津町水道ビジョンの策定を予定していることなどか

ら平成 36 年度までの５年間が妥当と考える。 

 

 イ 算定方法 

  簡易水道事業特別会計の収支均衡と総括原価方式（水道事業会計）を基本とした算定 

   現在、法非適用事業である簡易水道事業特別会計の収支不足の改善を第一に考えた算

定を行う。また、法適用事業である水道事業会計の算定については、水道料金算定要領

を基本とした総括原価方式にて算定を行うが、簡易水道事業特別会計と同一の料金体系

を維持することを考慮し算定を行う。 

 

 ウ 料金体系 

  営農用の超過料金を引上げ 

今回の改定は、簡易水道事業特別会計の収支改善を図ることを主として、営農用とほ

かの用途区分との負担割合の見直しを図る。また、水道事業会計の営農用とは、同一の

料金体系を維持することから、水道事業会計の営農用についても引上げ改定を行う。 

具体的には、営農用の平均的な使用水量である 300 ㎥をベースに、家庭用の 75％ 

（現行 40％）の範囲内で料金設定をする。 

 

 エ 料金改定時期 

  平成 32 年 4 月 1 日 

   平成 31 年 9 月定例会にて中標津町水道事業給水条例の改正を行い、その後、周知期間

を設けて、平成 32 年 4 月 1 日新規使用分（平成 32 年 4 月以前から継続的に使用してい

る方は 5 月分）から改定後の料金とする。 

 

（２）水道料金改定試算 

  水道事業会計及び簡易水道事業特別会計の財政推計をベースに「７水道料金改定（案）、

（１）基本方針、イ算定方法」により、料金改定パターンを示すと次のとおりとなる。 
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ア 水道事業会計の料金改定試算 

   【別冊：資料４】 

 

 イ 簡易水道事業特別会計の料金改定試算 

   【別冊：資料５】 

 

（３）料金改定実施スケジュール 

   

年  月  日 中 標 津 町 議会・常任委員会  運 営 委 員 会 

平成 30 年 7 月 23 日 町長・副町長・総務部 

財政状況説明 

  

 8 月 6 日   上下・簡易水道運営委員会 

財政状況説明 

 10 月 29 日 町長・副町長・総務部 

水道料金改定の方向性説明 

  

 11 月 22 日  産業建設常任委員会 

水道料金改定の方向性説明 

 

平成 31 年  2 月 26 日  産業建設常任委員会 

水道料金改定の説明（口頭） 

 

  4 月～ 町長・副町長・関係部署 

水道料金の改定説明（随時） 

産業建設常任委員会 

水道料金の改定説明（随時） 

上下・簡易水道運営委員会 

水道料金の改定審議（随時） 

 9 月定例会  中標津町議会 

水道事業給水条例の改正 

 

 10 月～ 住民周知 

広報・周知チラシ 

  

平成 32 年  4 月 1 日 水道事業給水条例の施行 

水道料金(営農用)改定 

  

 

 


